
 

 

中小企業組合定款参考例の改訂について 

 

令和 ６年 ３月 

全国中小企業団体中央会 

 

このたび、次の点を踏まえ、本文並びに注記において所要の整備を行う。 
 

１．法令改正等を踏まえた組合の運営上で注意が必要な手続に関する記述の追加 

 

２．標準モデル規定例、組合の状況に応じたパターン例の提示     等 
 

主な改訂箇所は、下記のとおりである。 
 

記 
 

１．法令改正等を踏まえた組合の運営上で注意が必要な手続に関する記述の追加 

   ①令和元年法改正を踏まえた役員の責任追及等に係る注記の追加、②「中小企業等協同組合法施行規

則」「中小企業等協同組合法に係る e文書法施行規則」及び「中小企業団体の組織に関する法律に係る

e文書法施行規則」の改正（令和５年 12月28日公布・施行）並びに「デジタル原則」を踏まえた中小

企業関係組合におけるデジタル的手法活用の推奨（令和６年１月 16日）に伴う整備、③「新しい総会制

度導入ガイド」（令和３年７月 全国中央会発行）記載の留意点に係る規定例の提示など、法令改正等を

踏まえた組合の運営上で注意が必要な手続に関する定款規定（注記を含む）の改訂を行う。 

 

２．標準モデル規定例、組合の状況に応じたパターン例の提示 

既存組合の状況変化に応じた活用のほか、新規設立組合の原始定款としての活用を行いやすいよう、

①監事への業務監査権限の付与の有無、②一般組合と大規模組合、③総会の開催形態（バーチャルオン

リー開催の導入有無）など、標準モデル規定例とパターン例の区分整理のための定款規定（注記を含

む）の改訂を行う。 

 

  

 

 

  



 

 

（参考） 
「中小企業組合定款参考例」について 

 

平成１２年６月 

全国中小企業団体中央会 

 

１．「事業協同組合等模範定款例」（中小企業庁）の廃止 

中小企業庁は、平成１２年５月３０日、中小企業庁経営支援部長名の通達として定めていた
「事業協同組合等模範定款例」を廃止し、その旨を各通商産業局長（沖縄開発庁沖縄総合事務局
長）及び都道府県知事に通知しました（「中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関す
る法律に関する関係通達の一部改正等について」（平成１２年５月３０日付け平成１２・０４・
０７企庁第１号））。 

これは、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（平成１１年法律第
８７号）に基づき、「中小企業等協同組合法」（以下「中協法」という。）及び「中小企業団体
の組織に関する法律」（以下「中団法」という。）における都道府県に対する機関委任事務が廃
止されたこと等に伴ってとられた措置です。 

模範定款例は、中小企業庁が定款の記載事項に関する指導上の参考として定めていたもので
すが、中協法等の規定は、絶対的必要記載事項及び別に定めた場合には相対的必要記載事項が記
載されていれば定款として有効なものとなり得るものとしており、また、中協法等に政令あるい
は省令により模範定款例を定める旨の規定はなく、今後、都道府県の自治事務について、国がモ
デルを示すことはしないとの基本的な考え方に基づき廃止することとされたものです。 

 

２．「中小企業組合定款参考例」（全国中央会）の策定 

全国中央会では、平成１２年４月１１日、「中小企業組合定款参考例」を策定・公表しました。
これは、中小企業組合が、定款の作成・変更に際して、模範としてこれに倣わなければならない
定款例としてではなく、一つの参考例として利用されるべきものとして、お示ししたものです。 
 

 
定款作成に当たっての基本的留意事項 

 
組合の定款は、組合の組織活動の基本となるものですから、その設定、変更、保管等の管理は、

常に細心の注意をもって行って下さい。定款の管理に当たっては、次のような事項に留意すること
が大切です。 
１．定款は、組合の組織と運営に関する基本規則ですから、組織・運営の大綱を規定するにとど

め、細目は別に作成する規約・規程に譲ることが適切です。 

２．定款の作成に当たっては、この定款参考例や他組合の定款等を機械的に模倣することを避け、  

組合の実情に即したものにする必要があります。 

３．定款の内容は、常に組合の実情に即したものでなければなりませんので、経済情勢の変動その

他の理由により、組合の実情にそぐわなくなったときは、遅滞なくその内容を変更する必要があ

ります。 

４．組合運営の細目については、規約・規程を制定し、定款で定められた事項の運用・手続きの明

確化等を図って下さい。 

５．規約・規程についても、組合の実情に即するよう、積極的に設定・改廃して下さい。 

６．規約は、「組合の組織、事業運営等に関し、組合と組合間を規律する自治規範」であり、その    

設定・改廃は総会の権限に属します。 

７．規程は、「組合の事務執行上に必要な関係を規律する内規」であり、その設定・改廃は理事会

の権限に属します。 

８．定款及び規約は、必ず組合の各事務所に備え置いて下さい。  
 

  


